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宇部市総合計画審議会への分科会及び起草委員会の設置 

１  分 科 会 及 び 起 草 委 員 会 設 置 の 趣 旨  

総 合 計 画 審 議 会 に お い て は 、「宇 部 市 新 総 合 計 画 基 本 構 想 」の 策
定 に つ い て 意 見 を 求 め る と い う 市 長 の 諮 問 を 受 け 、 平 成 33 年
（ 20 2 1 年 ）を 目 標 年 次 と し た 新 総 合 計 画 基 本 構 想 に 盛 り 込 む 本 市
の こ れ か ら の ま ち づ く り の 方 向 性 と 目 標 に つ い て 、 調 査 、 審 議 す
る こ と に な る 。  

総 合 計 画 は 、 市 で 最 上 位 の 長 期 ビ ジ ョ ン で あ り 、 市 政 の 基 本 と
な る 計 画 で あ る こ と か ら 、 そ の 検 討 の 範 囲 は 、 市 政 全 般 に わ た り
幅 広 く 、 多 岐 に わ た る 議 論 が 必 要 に な る と 考 え ら れ る 。  

そ こ で 、 審 議 す る 内 容 を 複 数 の 分 野 別 の テ ー ブ ル に 分 か ち 、 よ
り 専 門 的 ・ 集 中 的 に 議 論 を 行 い 、 的 確 な 方 向 性 を 打 ち 出 す た め 、
宇 部 市 総 合 計 画 審 議 会 条 例 第 6 条 の 規 定 に よ り 、 審 議 会 に 分 野 別
の 「 分 科 会 」 を 設 置 す る こ と と す る 。  

ま た 、 総 合 計 画 審 議 会 で の 調 査 審 議 を 踏 ま え 、 市 長 へ の 答 申 を
行 う に 際 し 、 そ の 答 申 書 を 起 草 す る た め 、 そ の 専 任 組 織 と し て 、
同 条 の 規 定 に よ り 審 議 会 に「 起 草 委 員 会 」を 設 置 す る こ と と す る 。  

 

２  分 科 会 の 構 成 及 び 所 掌 事 項  

総 合 計 画 審 議 会 に 設 置 す る 分 科 会 に つ い て は 、 ま ち づ く り の 分
野 を 一 般 的 な ジ ャ ン ル に 沿 っ て ４ つ に 分 け 、 そ の 分 野 ご と に 設 置
す る こ と と し 、 そ の 構 成 及 び 審 議 を 行 う 主 な 事 項 は 、 以 下 の と お
り と す る 。  

 

分  科  会  名  所   掌   事   項  

生 活 環 境 分 科 会  

・ 循 環 型 社 会 を 目 指 し た 環 境 保 全 対 策 及 び

自 然 環 境 の 保 全  

・ 良 好 な 生 活 環 境 の 整 備  

・ 安 心 、 安 全 な 暮 ら し の 確 保  

・ 都 市 施 設 や 市 街 地 、 交 通 体 系 の 整 備  

・ 地 域 情 報 化 の 推 進  

健 康 福 祉 分 科 会  

・ 市 民 の 健 康 づ く り の 推 進  

・ 総 合 的 な 福 祉 施 策 の 推 進  

・ 医 療 体 制 ・ 医 療 サ ー ビ ス の 充 実  

教 育 文 化 分 科 会  
・ 幼 児 教 育 、 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の 充 実  

・ 地 域 文 化 の 振 興 と 継 承  

産 業 振 興 分 科 会  

・ 新 産 業 の 創 出 ・ 育 成 及 び 雇 用 の 拡 大  

・ 商 工 業 の 振 興  

・ 農 林 水 産 業 の 振 興  

・ 観 光 ・ コ ン ベ ン シ ョ ン の 推 進  
  

な お 、 市 政 推 進 の 全 般 に わ た り 共 通 す る  
○ 市 民 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り  
○ 人 権 意 識 の 高 揚 の た め の 啓 発  
○ 効 率 的 な 行 財 政 の 運 営  

等 の 課 題 、 ま た 市 政 全 般 に そ の 影 響 を 受 け る と 考 え ら れ る  
○ 少 子 高 齢 化 社 会 ・ 人 口 減 少 社 会 の 進 展  
○ 中 山 間 地 域 の 振 興  
○ コ ン パ ク ト シ テ ィ へ の 転 換  

等 の 社 会 情 勢 の 変 化 に 対 す る 方 向 性 や 目 標 に つ い て は 、 専 門 の 分
科 会 は 設 け ず 、 各 分 科 会 に お け る 共 通 の 問 題 と し て 議 論 す る と と
も に 、 全 体 の 審 議 会 に お い て 議 論 す る こ と と す る 。  
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３  分 科 会 の 組 織 等  

( 1 )  組 織  
各 分 科 会 は 、 委 員 ４ 人 又 は ５ 人 で 組 織 し 、 審 議 会 の 正 副 会 長

は 、 い ず れ の 分 科 会 に も 所 属 し な い も の と す る 。  
分 科 会 を 構 成 す る 委 員 は 、 各 委 員 の 希 望 を 考 慮 し た 上 で 、 会

長 が 指 名 す る 。  
 
( 2 )  委 員 長 及 び 副 委 員 長  

各 分 科 会 に 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 1 人 ず つ 置 き 、 所 属 す る 委
員 の 互 選 に よ り 定 め る も の と す る 。  

委 員 長 は 、 分 科 会 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。  
副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
 
( 3 )  分 科 会 の 会 議  

分 科 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 必 要 に 応 じ 、 又 は 委 員 の 求 め に 応
じ 招 集 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

分 科 会 の 会 議 は 所 属 す る 委 員 の 過 半 数 の 出 席 を も っ て 成 立 し 、
会 議 の 議 事 は 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議
長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 長 は 、 委 員
と し て 議 決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

 
( 4 )  分 科 会 の 会 議 の 公 開  

分 科 会 の 会 議 は 、 原 則 公 開 す る も の と し 、 そ の 会 議 録 は 、 内
容 を 要 約 し た も の を 公 表 す る も の と す る 。  

 

４  起 草 委 員 会 の 組 織 等  

( 1 )  組 織  
起 草 委 員 会 は 、 審 議 会 の 正 副 会 長 及 び 各 分 科 会 の 委 員 長 の 計

６ 人 で 組 織 す る 。  
 
( 2 )  委 員 長 及 び 副 委 員 長  

起 草 委 員 会 に 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 1 人 ず つ 置 き 、 委 員 長 に
は 審 議 会 会 長 を 、 副 委 員 長 に は 審 議 会 副 会 長 を も っ て 充 て る 。  

委 員 長 は 、 起 草 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。  
副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
 
( 3 )  起 草 委 員 会 の 会 議  

起 草 委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 必 要 に 応 じ 招 集 し 、 会 議 の 議
長 と な る 。  

起 草 委 員 会 の 会 議 は 委 員 の 過 半 数 の 出 席 を も っ て 成 立 し 、 会
議 の 議 事 は 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長
の 決 す る と こ ろ に よ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 長 は 、 委 員 と
し て 議 決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

 
( 4 )  起 草 委 員 会 の 会 議 の 公 開  

起 草 委 員 会 の 会 議 は 、原 則 公 開 す る も の と し 、そ の 会 議 録 は 、
内 容 を 要 約 し た も の を 公 表 す る も の と す る 。   

 
 
<参 考 >宇 部 市 総 合 計 画 審 議 会 条 例 （ 抜 粋 ）  
 
 （ 委 任 ）  
第 ６ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、審 議 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な

事 項 は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  
  


